
2025年 4月 

ＪＦＥスチール株式会社 

 

 

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 

 

 当社は、子育てを行う社員の仕事と子育ての両立を支援し、また職業生活と家庭生活のバランスの取

れた雇用環境の整備を進めるために、下記のとおり行動計画を策定する。 

 

記 

 

１．計画期間    2025年 4月 1日から 2027年 3月 31日までの 2年間 

 

２．計画の内容 

 

 

 ＜対策＞ 

2025年 4月以降 

・管理職を対象とした階層別研修等を通じて、両立支援制度利用に関する啓発および 

マネジメントに関する情報提供を実施 

・社内イントラネット等での全育児休業取得者の情報掲載や、社内報等での取得事例紹介 

による啓発の推進 

 

 

   目標２  社員が仕事と子育ての両立を行い易い環境作りを進める。 

 

  ＜対策＞ 

 2025年 4月以降  

・社員交流会等を通じ、仕事と育児を両立している先輩社員の事例を紹介 

・労使での話し合いの場（ワークライフバランス労使専門委員会）を継続的に開催し、 

仕事と子育ての両立のための課題の洗い出しと、必要な施策の検討・実施 

 

 

 

 

 ＜対策＞ 

 2025年 4月以降  

 ・業務の仕組みの見直しや職場対話、データサイエンス技術の活用などによる業務効率化の推進 

・年休取得奨励日設定、連続休暇取得啓発を通じた年休取得の促進 

目標３  フルタイム労働者一人あたりの各月ごとの法定時間外労働および法定休日

労働の合計時間数を 30 時間未満とする 

 

および法定休日労働の合計時間数を 30 時間未満とする 

 

 目標１  計画期間における男性社員の平均育児休業取得率を 65％以上とする 



 

  目標４   場所にとらわれない柔軟な働き方など新しい働き方への取り組みや、年休 

取得促進等により、ワークライフバランスを推進する。 

 

＜対策＞ 

 2025年 4月以降  

 ・年休取得奨励日設定、連続休暇取得啓発を通じた年休取得の促進 

・管理職を対象とした階層別研修等を通じ、固定的な性別役割分担意識の是正のための啓発、 

情報提供を実施 

 ・労使での話し合いの場（ワークライフバランス労使専門委員会）を継続的に開催し、 

働き方や、ワークライフバランスの推進のための課題の洗い出しと、必要な施策の検討・実施 

 

 

                                          以  上 


